
 

 

 

令和７年度大阪市外国語版ホームページ等作成・更新業務委託仕様書 

１ 業務概要 

本市の提供するデータを基に、大阪市外国語版ホームページ等の作成、更新を行う。 

なお、本業務の契約は下記に定める標準作業数量における概算契約とし、実際の作業数量に

より支払う業務委託料を決定する。 

 

（１） 「大阪市外国語版ホームページ」の改訂にかかる更新作業 

（言語：英語） 

（https://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu020/enjoy/en/content_administration.html） 

 

（２） 「大阪生活ガイド」の改訂にかかる更新作業 

（言語：英語、中国語、韓国・朝鮮語、ベトナム語、やさしい日本語） 

英語版（https://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu020/enjoy/en/index.html） 

中国語版（https://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu020/enjoy/ch/index.html） 

韓国・朝鮮語版（https://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu020/enjoy/ko/index.html） 

ベトナム語版（https://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu020/enjoy/vi/index.html） 

やさしい日本語版（https://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu020/enjoy/y_ja/index.html） 

 

※「大阪生活ガイド」とは、生活情報に特化した特設サイトである。 

 

２ 業務内容 

（１）本市から契約時点のコンテンツファイルをメール等で提供する。 

 

（２）本市から随時提供するデータ及び紙媒体等の資料に基づき、大阪市ホームページの環境に整

合 す る デ ザ イ ン に 留 意 す る と と も に 、「 大 阪 市 ホ ー ム ペ ー ジ ガ イ ド ラ イ ン

（https://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000252134.html）」の記載内容

を遵守し、HTML 形式等によりホームページの作成及び既存ページの更新を行うこと。 

 

（３）予定する作業ページの内容及び数量は、以下のとおりとする。 

【作業数量】 

Ⅰ 「大阪市外国語版ホームページ」12.5 ページ×1 言語（英語） 

 

Ⅱ 「大阪生活ガイド」      22.5 ページ×5 言語（英語、中国語、韓国・朝鮮語、ベト

ナム語、やさしい日本語） 

 

Ⅲ 画像作成１          ０パターン×1 言語（英語） 

０パターン×5 言語（英語、中国語、韓国・朝鮮語、ベト

ナム語、やさしい日本語） 

 

  画像作成２          ６パターン×1 言語（英語） 

３パターン×5 言語（英語、中国語、韓国・朝鮮語、ベト

ナム語、やさしい日本語） 

 

※ページ数の算定にあたっては、「別紙１：ページ換算表【作成・更新】」を参照すること。 

https://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu020/enjoy/en/content_administration.html
https://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu020/enjoy/en/index.html
https://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu020/enjoy/ch/index.html
https://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu020/enjoy/ko/index.html
https://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu020/enjoy/vi/index.html
https://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu020/enjoy/y_ja/index.html
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※画像作成業務については「別紙２：業務委託料内訳書」のページ下部のとおり 

 

（４）校正は次の要領で、大阪市ホームページ基盤での公開の完了まで行うこと。 

・受託者が用意する検証用ホームページ（アドレス未公開・パスワード設定必要）にアップロー

ドし、本市の校正を受けること。 

・校正後、ウイルスチェック等を徹底したうえで、コンテンツファイルを電子メールに添付し、

本市が指定するメールアドレスへ送信すること。その際、公開時の掲載位置を示すものを付け

ること。 

 

（５）コンテンツデータの作成は次の点に留意すること。 

・誰もが更新しやすくシンプルでわかりやすい HTML 構造でコーディングすること。 

・当サイトはレスポンシブルデザインの技術を採用しており、各コンテンツデータのタイトル名

称等を修正した場合、スマートフォン等の画像幅で閲覧すると表示されるメニューボタン内の

表示についても、サイト内全ページにおいて修正すること。 

・市民の PC 等環境に配慮し、汎用性のある書体を用いること。また、ウェブアクセシビリティ

を考慮するため、JIS X8341-3・2016（高齢者・障害者等配慮設計指針）に準拠し、ユニバー

サルデザインの考え方をいれて作成すること。 

・閲覧ブラウザは、Edge 最新版、Firefox 最新版、Google Chrome 最新版、Safari 最新版に対

応すること。 

・フォルダ設置場所を変更した場合のメンテナンス作業が少なくなるよう、納品フォルダ内のリ

ンクは相対パスで記載すること。 

 

（６）コンテンツデータの納品は次の要領で行うこと。 

・本市が指定した期日までにコンテンツを作成し、２(４)の校正を受け納品までを行うこと。最

終納期を除くコンテンツの納品は大阪市政策企画室市民情報部広報担当へ電子メールを用いて

行う。 

・最終納期には、すべてのコンテンツファイルを CD 等の磁気媒体に保存のうえ、大阪市政策企

画室市民情報部広報担当へ納品すること。 

・納品データについては、ウイルスチェックを徹底すること。 

・納品された成果物が本仕様に反する場合、作成のやり直しを命ずることがある。この場合の費

用は、受託者の負担とする。 

・コンテンツについては、常に最新ファイルのバックアップを保有していること。 

 

（７）業務完了後、業務内容を記した業務完了届及び「別紙３：作業数量内訳書」を提出すること。 

 

３ 業務委託料の確定 

「別紙１：ページ換算表【作成・更新】」に基づき実際の作業数量（日本語もと原稿の文字数）か

ら作業ページ数を算出し、「別紙２：業務委託料内訳書」の各設定単価を乗じた金額（１円未満の

端数が生じた場合は四捨五入）とする。 

 

４ 想定スケジュール 

（１） 作業依頼 １月中旬 

（２） 更新データ納品予定時期 ３月上旬  

※あくまでも目安であり、スケジュール及び回数については、多少前後する可能性がある。 

 

５ 契約期限  



 

 

令和８年３月 19 日 

 

６ 担当 

〒530-8201 大阪市北区中之島１-３-20 大阪市役所５階 

大阪市政策企画室市民情報部広報担当 （電話：06-6208-7251） 

 

７ その他 

（１）業務の履行については、作業場所を特定し、作業場所は業務責任者又はその使用人によ

る入退室の制限を行い、入退室ならびに作業状況の記録を取ること。また、コンピュー

ター及びシステム環境について、適正に管理を行うこと。 

（２）コンピューターウイルス等に感染することがないよう、障害発生の未然防止に努めるこ

と。障害発生時には、障害発生箇所を速やかに特定し、障害拡大の防止・除去に最大限

努めること。 

（３）本業務において作成された著作物にかかる著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定

する権利を含む）は、代金完済時に受託者から本市に移転する。受託者は本市に対し当

該著作物について著作者人格権を行使しない。 

（４）落札者は業者決定後、「別紙２：業務委託料内訳書」に必要事項を記入し、契約締結まで

に上記担当あて提出すること。 

（５） この仕様書に定めのない事項または疑義が生じた事項については、両者協議のうえ、定

めるものとする。 



 

 

 

再委託に関する特記事項 

 

（１） 業務委託契約書第 16 条に規定する「主たる部分」とは次号に掲げるものをいい、受注者はこ

れを再委託することはできない。 

・委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等 

・本仕様書「２ 業務内容」に記載する業務 

（２） 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託に

あたっては、発注者の承諾を必要としない。 

（３） 受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により発注者の

承諾を得なければならない。 

    なお、元請の契約金額が 1,000 万円を超え契約の一部を再委託しているものについては、再委

託相手先、再委託内容、再委託金額を公表する※。 

（４） 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定に基づき、契約の性質又は目的が競争入札

に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては、発注者は、前項に規

定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の３分の１以内で申請がなされた場

合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ない

と発注者が認めたとき、又は、コンペ方式若しくはプロポーザル方式で受注者を選定したとき

は、この限りではない。 

（５） 受注者は、業務を再委託及び再々委託等（以下「再委託等」という。）に付する場合、書面によ

り再委託等の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託等の相手方に対して適切

な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。 

なお、再委託等の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期間中の者、

又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者であってはな

らない。 

また、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱第 12条第３項に基づき、再委託等の相手方が暴力団

員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を業務委託契約書第 44 条第２項に規定する書面と

あわせて発注者に提出しなければならない。 

 



 

 

 

公正な職務の執行の確保に関する特記仕様書 

 

 

（条例の遵守） 

第１条 受注者および受注者の役職員は、本契約に係る業務（以下「当該業務」という。）の履

行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」（平成 18 年大阪市条例第

16 号）（以下「条例」という。）第５条に規定する責務を果たさなければならない。 

 

（公益通報等の報告） 

第２条 受注者は、当該業務について、条例第２条第１項に規定する公益通報を受けたときは、

速やかに、公益通報の内容を発注者（政策企画室秘書部秘書課）へ報告しなければならない。 

２ 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者か

ら、条例第 12 条第１項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者

（政策企画室秘書部秘書課）へ報告しなければならない。 

 

（調査の協力） 

第３条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき

行う調査に協力しなければならない。 

 

（公益通報に係る情報の取扱い） 

第４条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事

務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（発注者の解除権） 

第５条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は

条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。 



 

 

生成 AI利用に関する特記仕様書 

 

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方を含む）が生成 AIを利用する場合は、事

前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成 AI 利用ガイド

ライン（別冊 業務受託事業者等向け生成 AI利用ガイドライン第 1.0版）」に定められた以下の利用

規定を遵守すること。 

生成 AIの利用規定 

 

• 生成 AIを利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用

規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること 

※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます 

  https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html 

• 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること 

• 生成 AIは、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサー

ビスには利用しないこと 

• 文章生成 AI以外の画像・動画・音声などの生成 AIの利用は禁止する 

• インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同

意のみで利用可能な生成 AIの利用を禁止する 

• 生成 AI機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている

最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AIによる回答を得る目的での利用を禁止す

る 

• 生成 AIを利用する場合は、入力情報を学習しない設定（オプトアウト）をして利用すること 

• 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する 

• 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる

入力及びそのおそれがある入力を禁止する 

• 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら

確認すること 

• 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がない

か必ず自ら確認すること 

• 生成・出力内容は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が

責任をもって判断するものであることを踏まえ、原則として、加筆・修正のうえ使用すること 

なお、生成・出力内容の正確性等を確認したうえで、加筆・修正を加えずに資料等として利用

（公表等）する場合は、生成 AIを利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえ、利用す

ること 

• 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリ

ティの確保を徹底して適切に運用すること 



（別紙１）

ページ換算表【作成・更新】

・ ページ数は、日本語もと原稿の文字数に応じて次のとおり換算する。

３，９００～４，０９９ １０．０ ページ

※10ページ（4,099文字）を超える場合についても上記と同様に（1～200文字を0.5ページとして）換算する。

３，５００～３，６９９ ９．０ ページ

３，７００～３，８９９ ９．５ ページ

３，１００～３，２９９ ８．０ ページ

３，３００～３，４９９ ８．５ ページ

２，７００～２，８９９ ７．０ ページ

２，９００～３，０９９ ７．５ ページ

換算ページ数

１～１４９ １／４ ページ

原稿の文字数

ページ１５０～２９９ １／２

３００～４９９ １．０ ページ

５００～６９９ １．５ ページ

１，１００～１，２９９ ３．０ ページ

７００～８９９ ２．０ ページ

９００～１，０９９ ２．５ ページ

１，３００～１，４９９ ３．５ ページ

１，５００～１，６９９ ４．０ ページ

１，７００～１，８９９ ４．５ ページ

１，９００～２，０９９ ５．０ ページ

２，５００～２，６９９ ６．５ ページ

２，１００～２，２９９ ５．５ ページ

２，３００～２，４９９ ６．０ ページ



（別紙２）

Ⅰ　大阪市外国語版ホームページ

①英語 12.5 Ｐ 円 円

小計１ 円

Ⅱ　大阪生活ガイド

①英語 22.5 Ｐ 円 円

②中国語 22.5 Ｐ 円 円

③韓国・朝鮮語 22.5 Ｐ 円 円

④ベトナム語 22.5 Ｐ 円 円

⑤やさしい日本語 22.5 Ｐ 円 円

小計２ 円

Ⅲ　画像作成 円

画像作成１ 0 パターン 円 円

画像作成２ 21 パターン 円 円

小計３ 円

合計 円

消費税及び地方消費税 円

総計 円
画像作成１…illustratorやPhotoshopを使って、本市が提供する素材を元にデザイン図版データを制作し、画像を作
成する
画像作成２…本市が提供する画像データに補正・リサイズを施して画像を作成する
※設定単価は1ページあたりの金額とする

項目

業務委託料内訳書

業務名称 ： 令和7年度大阪市外国語版等ホームページ作成・更新業務委託

作業ページ数 設定単価 金額



（別紙３）

Ⅰ　大阪市外国語版ホームページ

①英語 Ｐ 円 円

小計１ 円

Ⅱ　大阪生活ガイド

①英語 Ｐ 円 円

②中国語 Ｐ 円 円

③韓国・朝鮮語 Ｐ 円 円

④ベトナム語 Ｐ 円 円

⑤やさしい日本語 Ｐ 円 円

小計２ 円

Ⅲ　画像作成 円

画像作成１ パターン 円 円

画像作成２ パターン 円 円

小計３ 円

合計 円

消費税及び地方消費税 円

総計 円

金額

業務名称 ： 令和7年度大阪市外国語版等ホームページ作成・更新業務委託

画像作成１…illustratorやPhotoshopを使って、本市が提供する素材を元にデザイン図版データを制作し、画像を作
成する
画像作成２…本市が提供する画像データに補正・リサイズを施して画像を作成する
※設定単価は1ページあたりの金額とする

作業数量内訳書

作業ページ数 設定単価項目


